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昭和41年６月11日　衛発第409号

各都道府県知事あて　厚生省公衆衛生局長通知

風しんワクチン及び麻しん風しん混合生ワクチンでは，接種前後の避妊期間を設定し

てありますが，他の生ワクチンの接種はどのように考えたらよいでしょうか。

ワクチン接種（ワクチンウイルス）により先天性風疹症候群が発生したという報告はありません

が，中絶した胎盤等からウイルスの分離陽性例があり，理論的リスクを避けるために念のため約２カ月間の

避妊が必要であるとされています。

　麻疹，おたふくかぜ，水痘に関してもワクチン接種による先天性麻疹，先天性ムンプス，先天性水痘など

の報告はありません。しかし，同様に念のため，生ワクチン接種後２カ月程度の避妊をすすめることが妥当

と思われます。

　ワクチン接種後に妊娠が判明した場合，胎児に与えるリスクは極めて低いところから，自然感染の時のよ

うな妊娠の中絶を選択する必要はないと考えられます。しかし，そのような心配事を避けるためにも，接種

時の妊娠に関する注意，接種後２カ月ほどの避妊を行うことは，より安全な予防接種と，より安心な妊娠の

ために必要です。

ワクチンの取り扱いはどのようにすればよいでしょうか。

ワクチンの有効性や安全性を保持するために温度管理など取り扱いについては次のような通知がさ

れています。

　また，平成17年（2005）２月改訂の予防接種ガイドライン等検討委員会「予防接種間違い防止の手引き」

（参照p16，Ｑ14）にも，ワクチンの保管について詳細な情報が記載されていますので，一読されることを

お勧めします。

　予防接種ワクチンの取扱いについて
　　　　　　　　　

　予防接種法に基づく予防接種の実施方法については，予防接種法及びこれに基づく命令並びに昭和34年

１月21日衛発第32号厚生省公衆衛生局長通達「予防接種の実施について」により実施することとされてい

るところであるが，最近予防接種時におけるワクチン取扱い上の不注意により事故が発生した事例もみられ

るので，今後この種の事故を防止するため，前記通達等の周知徹底を図るとともにワクチンの取扱いについ

ては特に次の事項に留意され，予防接種の実施にあたって遺憾のないよう御配慮願いたい。

　なお，この旨貴管下関係特別区並びに市町村に対して周知徹底方よろしくお願いする。

麻疹や水痘などのウイルス性疾患に罹患後は，どのくらいの間隔をあければ，次の予

防接種が可能でしょうか。生ワクチン及び不活化ワクチンについて教えてください。

麻疹に関しては治癒後４週間程度，その他（風疹，水痘及びおたふくかぜ等）の疾病については治

癒後２～４週間程度の間隔をあければ，生ワクチン・不活化ワクチンともに接種ができるとされていますが

接種医が罹った疾患の重症度により個別に適切な時期を決定することが必要です。発病直後に生ワクチンを

接種しますと，ワクチンウイルスが自然感染のウイルスによって干渉作用を受けることがありますので，効

果が期待できないことになります。また，麻疹罹患者は一時的な細胞性免疫の低下が起きていますので，こ

のような状態の時にワクチンを接種することは，お勧めできません。（参照p7，Q6　p66，Q13）


